
【現行規制】

 限定的に認められた事項（医師名、診療科
名、提供される医療の内容等）以外は、広告
禁止

 虚偽広告に対して罰則が課される（直接罰）。
 誇大広告等に対しては、中止・是正の命令

等ができ、当該命令違反に対する罰則が課
される（間接罰）。

 ただし、医療機関のウェブサイトについては
原則、広告として取り扱っていない。

【 美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議】（消費者委員会平成27年７月）

「医療情報の提供内容等に関する検討会」の議論（平成２８年３月～９月）を踏まえ、法改正

【新たな規制】

 平成29年６月の医療法改正において、「広告」か
ら「広告その他の医療を受ける者を誘引するた
めの手段としての表示」に拡大。

 これにより、医療機関のウェブサイト等について
も、虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止し、中
止・是正命令及び罰則を課すことができるよう措
置。

美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加

医療に関する広告規制の⾒直し医療に関する広告規制の⾒直し

 厚生労働省は医療機関ホームページガイドラインを策定したが改善が進んでいない。

 医療機関のホームページについては、医療法の規制が及ばないため、立入検査の実施や、改善命令な
どの行政処分が行われていない。
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医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
【開催の趣旨】

昨今、美容医療サービスに関する情報提供を契機として消費者トラブルが発生する問題が指摘されていることや、厚生労
働省の「保健医療2035」策定懇談会が示した提言集において「医療機関や医師の技術力の評価に関する情報の公表の範囲

や方法のあり方について検討すること」が求められていること等を踏まえ、国民、患者に対する医療情報の提供内容等のあり
方について新たに検討を行うための検討会を開催することとする。なお、これまで「医療情報の提供のあり方等に関する検討
会」において、医療機能情報提供制度や医療機関が広告できる事項の拡大等について検討し施策に反映させてきたが、今
後は本検討会にて検討する。

（敬称略） ○：座長

【構成員】平成２９年１１月２９日時点 【開催実績】
 第１回（平成２８年３月２４日）

• 医療機関のウェブサイト等の取扱いについて

 第２回（平成２８年５月１８日）
• 前回の議論の整理（案）について

 第３回（平成２８年８月３日）
• 医療機関のウェブサイト等の取り扱いについて(案)

 第４回（平成２８年９月７日）
• 医療機関のウェブサイト等の取扱いについて（とりまとめ

（案））
• 医療機能情報提供制度の報告項目の改正について

 平成２８年９月２７日 医療機関のウェブサイト等の取扱いにつ
いて（とりまとめ）公表

 第５回（平成２９年１０月４日）
• 医療に関する広告規制の見直しについて
 第６回（平成２９年１０月２５日）

• 前回の議論の整理（案）
 第７回（平成２９年１１月２９日）

• 医療広告に関する省令・ガイドライン（案）について

【今後のスケジュール】
• ～平成30年１月 パブコメ
• 平成30年３月 公布（予定）
• 平成30年６月 施行（予定）
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■従来の医療法上の広告 ■新たな医療法上の広告

１広告禁止
事項

虚偽・誇大・比較優良・公序良俗違反その他省令①で定める基準に
適合しない広告はしてはならない。

２広告可能
事項の限定

１に該当しない事項のうち、医療に関する
適切な選択が阻害されるおそれが少ない
場合（省令②）には、広告可能な事項が
限定されず、幅広い事項を広告可能

広告規制の見直しの議論について

○ 法改正により、
１．医療法改正により医療法上の広告に該当する範囲が拡大

２．合わせて、患者により適切な選択を阻害することがないよう、法律・省令（省令①）で一定の広
告については一律に禁止

３．また、引き続き広告可能事項は限定列挙して規制するものの、患者の適切な選択が阻害され
るおそれが少ない場合（省令②）には、限定はかからないこととする

等の見直しを行っており、上記の省令に定める事項等を検討会において御議論頂いている。

・TVCM・看板・折込広告 等 ・ウェブサイト、メルマガ
・申込みによる詳細なパンフレット 等

１に該当しない事項であっても
広告可能な事項は限定される
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＜改正後の法体系の整理図＞


